
【表紙】
　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年２月13日

【四半期会計期間】 第15期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

【会社名】 ケンコーコム株式会社

【英訳名】 Kenko.com, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　後藤　玄利

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目11番３号

【電話番号】 ０３－３５８４－４１５６（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長　　片岡　敬三

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目11番３号

【電話番号】 ０３－３５８４－４１５６（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長　　片岡　敬三

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

 1/36



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第15期
第３四半期
累計期間

第15期
第３四半期
会計期間

第14期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 7,642,8762,581,1208,022,572

経常損失（△）（千円） △92,870 △13,339 △18,980

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△111,495 △13,897 △129,447

持分法を適用した場合の投資損失（△）（千円） △3,721 △1,240 △25,792

資本金（千円） － 1,060,218 984,366

発行済株式総数（株） － 33,063 30,143

純資産額（千円） － 1,875,0381,830,765

総資産額（千円） － 4,258,5564,294,550

１株当たり純資産額（円） － 57,126.4261,402.04

１株当たり四半期（当期）純損失（△）金額（円） △3,585.49 △426.26 △4,363.43

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

１株当たり配当額 － － －

自己資本比率（％） － 43.7 42.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△204,511 － 96,008

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△703,786 － △417,539

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△74,121 － 737,193

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 663,393 1,645,812

従業員数（人） － 161 146

　        （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の 

推移については記載しておりません。

                ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

        ３．第15期第３四半期累計（会計）期間及び第14期の潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益

金額については、１株当たり四半期（当期）純損失を計上しているため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 161 (3)

　（注）　使用人数は、倉庫部門のパート従業員（46名）を含むものであり、倉庫部門のパート従業員は平成20年12月にお

ける就業時間を８時間×稼働日数を１名として換算しております。臨時雇用者数は、当第３四半期会計期間の

平均人員を( )外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当社は、主にＥコマースによる健康食品、医薬品、化粧品等の通信販売を行っているため、事業部門別の記載に代え

て、主要な商品区分別に記載しております。

商品区分別
当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

健康食品（千円） 284,629

日用雑貨（千円） 381,461

フード（千円） 270,389

化粧品（千円） 158,105

その他商品（千円）（注2） 682,409

合計（千円） 1,776,996

　              （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

                      ２．その他商品には、医薬品、衛生医療用品、ベビー用品等が含まれておりますが、カテゴリー別

の仕入金額が少額であるため記載を省略しております。

　

(2）販売実績

①　事業部門別の販売実績は以下のとおりであります。

事業部門別
当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

リテイル事業（千円） 2,374,869

その他の事業（千円） 206,250

合計（千円） 2,581,120

　

②　リテイル事業における主要な商品区分別の販売実績は以下のとおりであります。

商品区分別
当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

健康食品（千円） 432,196

日用雑貨（千円） 482,552

フード（千円） 373,333

化粧品（千円） 213,396

その他商品（千円）（注3） 838,538

発送手数料等（千円） 34,850

リテイル事業合計（千円） 2,374,869

　（注）１．金額は販売価格によっております。

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

        ３．その他商品には、医薬品、衛生医療用品、ベビー用品等が含まれておりますが、カテゴリー別

の販売金額による構成比が小さいため記載を省略しております。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

　当第３四半期会計期間においては、米国に端を発した金融危機の影響が世界経済にひろがり、急速な景気の減退と原

油の高騰等によって、企業収益や設備投資は大きく減少いたしました。さらに、雇用情勢の悪化は深刻さを増し、個人

消費の一層の冷え込みに拍車をかける状況となりました。

 

　このような厳しい経営環境の中、当社では、前四半期までに整備した物流センターやシステム等のインフラを基軸

に、さらなる商品数の拡大を図りました。この結果、平成20年12月末現在の取扱商品数は113,063点となり、前事業年度

末から11,324点増加しました。

　リテイル事業においては、モバイルやモール等での各種マーケティング施策の推進に加え、コスト構造の転換を図る

ため、送料無料ラインの変更ならびに変動費の見直し等を行いました。

　また、メディア事業及びドロップシップ事業を行う新規事業につきましては、いまだ十分な体制の構築には至ってい

ないものの、顧客開拓の成果が次第に表れつつある段階となりました。

　これらの事業活動と並行して、当社では、厚生労働省から発表された医薬品のインターネット販売規制につながる省

令案（注）の内容をうけ、国民的議論の必要性と公的な検討会の設置を求め、関係団体及び関係省庁に対して、積極的

な働きかけを行いました。この活動は、一般医薬品を安全・安心にインターネットで購入できる環境を目指すことを

目的としたものであり、世論喚起の活動を継続して行ってまいりました。

 

　以上の結果、当第３四半期の売上高は、2,581百万円（前年同期比26.2％増）と引き続き高い成長率となったものの、

消費者の生活防衛意識の高まりや競合対策による利益率の低下、販売促進費やシステム維持費用をはじめとした販売

管理費の増加等が利益を圧縮し、営業損失は9百万円（前年同期は営業損失22百万円）、経常損失は13百万円（前年同

期は経常損失25百万円）、税引前四半期純損失は12百万円（前年同期は税引前四半期純損失124百万円）、四半期純損

失13百万円（前年同期は四半期純損失125百万円）となりました。　

（注）平成20年９月17日付　厚生労働省発表『薬事法施行規則等の一部を改正する省令案』

 

（２）財政状態の分析

　当第３四半期末における総資産は、前事業年度末比35百万円減の4,258百万円となりました。

　主な変動としては、売掛金の増加に加え、欠品率低減のための在庫水準の引き上げや季節商品の先行発注等による棚

卸資産の増加、福岡物流センターの第３期拡張工事が完了したこと等による有形固定資産の増加やシステム投資によ

る無形固定資産の増加があり、これらの投資によって現金及び預金が減少したこと等が挙げられます。

　また、負債は、売上増加にともなう買掛金の増加があったものの、長期借入金の返済等による有利子負債の縮小に

よって、前事業年度末比80百万円減少の2,383百万円となりました。

　純資産は、第３四半期純損失にともなった繰越利益剰余金の減少がありましたが、８月に実施した第三者割当による

新株発行等により、前事業年度末比45百万円増の1,875百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前四半期会計期間末に比べて139百万円減の663百万

円となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、１百万円の資金の獲得となりました。主な増加要因は、減価償却費69百

万円、売上債権の増加額18百万円、未払費用の増加額12百万円等であり、主な減少要因は税引前四半期純損失12百万

円、たな卸資産の増加額69百万円、前払費用の減少額10百万円等であります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、84百万円の支出となりました。これは主に、システム投資による無形固

定資産の取得による支出68百万円等によるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、55百万円の支出となりました。主な減少要因は長期借入金の返済による

支出55百万円によるものです。　

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、重要な設備の異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 105,000

計 105,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 33,063 33,063
東京証券取引所

マザーズ市場
－

計 33,063 33,063 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づき発行された新株引受権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第

２項の規定により、新株予約権付社債とみなされる新株引受権の残高、新株引受権の権利行使により発行する

株式の発行価格、資本組入額は以下のとおりです。

①　新株引受権付社債

銘柄
（発行年月日）

第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株引受権の残高
（千円）

発行価格（円） 資本組入額（円）

第２回無担保新株引受権付社債

（平成13年６月27日発行）

（注２）

25,000
50,000

（注１）

25,000

（注１）

　（注）１．平成13年11月２日付で株式１株を10株に株式分割を行ったことに伴い、発行価格及び資本組入額は調整され

ております。

２．成功報酬型ワラントであり、当社の取締役及び従業員に対し譲渡しております。
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　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりでありま

す。

②　平成12年12月20日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 115

新株予約権の行使時の払込金額（円） 40,000

新株予約権の行使期間
自　平成15年１月１日

至　平成22年12月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　40,000

資本組入額 　20,000

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額（発行価額）を調整（１

円未満の端数切上げ）するものといたします。

 調整後発行価額 ＝調整前発行価額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

調整後発行価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

発行価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

  既発行

株式数

＋ 新発行

株式数

  

３．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株引受権付与

契約書」に定めております。

４．平成13年11月２日付で株式１株を10株に株式分割を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、

新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組

入額は調整されております。　
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　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

③　第１回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 172

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 172

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成16年10月11日

至　平成24年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　50,000

資本組入額 　25,000

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額（発行価額）を調整（１

円未満の端数切上げ）するものといたします。

 調整後発行価額 ＝調整前発行価額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

調整後発行価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

発行価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

  
既発行

株式数
＋

新発行

株式数
  

３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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④　第２回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 370

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 370

新株予約権の行使時の払込金額（円） 61,000

新株予約権の行使期間

自　平成15年９月１日

至　平成25年６月25日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　61,000

資本組入額 　30,500

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の取締役、監査役及び従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。
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⑤　第３回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 78

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 78

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,000

新株予約権の行使期間

自　平成15年12月１日

至　平成25年10月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　65,000

資本組入額 　32,500

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の取締役、監査役及び従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑥　第４回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 44

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 44

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,000

新株予約権の行使期間

自　平成16年３月１日

至　平成25年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　65,000

資本組入額 　32,500

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
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⑦　第５回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 342

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 342

新株予約権の行使時の払込金額（円） 369,214

新株予約権の行使期間

自　平成19年７月１日

至　平成26年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　369,214

資本組入額 　184,607

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑧　第６回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 45

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 45

新株予約権の行使時の払込金額（円） 307,125

新株予約権の行使期間

自　平成20年１月１日

至　平成26年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　307,125

資本組入額 　153,563

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑨　第７回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 79

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 79

新株予約権の行使時の払込金額（円） 162,698

新株予約権の行使期間

自　平成21年１月１日

至　平成27年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　162,698

資本組入額 　 81,349

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の従業員であることを要する。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑩　第８回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 59

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 59

新株予約権の行使時の払込金額（円） 124,150

新株予約権の行使期間

自　平成21年７月１日

至　平成28年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　124,150

資本組入額 　 62,075

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役もし

くは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満

了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合は、この限

りではない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑪　第９回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 79

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 79

新株予約権の行使時の払込金額（円） 124,150

新株予約権の行使期間

自　平成21年７月１日

至　平成28年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　124,150

資本組入額 　 62,075

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役および監査役の地位にあることを要する。ただ

し、任期満了による退任、その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合は、この限りでない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。
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⑫　第10回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数(個) 34

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 34

新株予約権の行使時の払込金額(円) 118,000

新株予約権の行使期間

自　平成22年１月１日

至　平成28年12月31日

(注３)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 　118,000

資本組入額　  59,000

新株予約権の行使の条件 (注４)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注４)

代用払込みに関する事項   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、も

しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期

満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この

限りではない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑬　第11回新株予約権

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数(個) 134

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 134

新株予約権の行使時の払込金額(円) 63,226

新株予約権の行使期間

自　平成22年７月１日

至　平成28年６月30日

(注３)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 　63,226

資本組入額　  31,613

新株予約権の行使の条件 (注４)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注４)

代用払込みに関する事項   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役、監査役、も

しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期

満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この

限りではない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月1日～

平成20年12月31日
－ 33,063 － 1,060,218 － 1,296,488

　　 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。　　

　　　①【発行済株式】

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　459 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　32,604 32,604 －

端株 － － －

発行済株式総数 33,063 － －

総株主の議決権 － 32,604 －

　

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ケンコーコム

株式会社

東京都港区赤坂

三丁目11番３号
459 － 459 1.39

計 － 459 － 459 1.39

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 60,90069,00066,00058,00057,80049,45042,10041,10037,000

最低（円） 54,60058,50056,50048,00043,40037,70023,80034,25026,800

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ市場）におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　　資産基準　　　　0.21％

　　売上高基準　　　0.14％

　　利益基準　　　　3.75％

　　利益剰余金基準　1.62％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 663,393 1,645,812

売掛金 1,058,492 944,169

商品 662,797 405,928

貯蔵品 17,613 8,708

その他 95,379 50,837

貸倒引当金 △24,126 △21,515

流動資産合計 2,473,549 3,033,942

固定資産

有形固定資産

建物 873,007 455,372

減価償却累計額 △109,386 △82,367

建物（純額） 763,620 373,004

構築物 70,221 65,421

減価償却累計額 △35,490 △30,032

構築物（純額） 34,731 35,388

機械及び装置 11,793 9,482

減価償却累計額 △3,697 △2,547

機械及び装置（純額） 8,095 6,934

車両運搬具 8,232 5,062

減価償却累計額 △4,868 △3,790

車両運搬具（純額） 3,363 1,271

工具、器具及び備品 500,382 449,636

減価償却累計額 △296,440 △240,963

工具、器具及び備品（純額） 203,942 208,672

リース資産 28,190 －

減価償却累計額 △436 －

リース資産（純額） 27,754 －

建設仮勘定 22,276 61,190

有形固定資産合計 1,063,784 686,463

無形固定資産

ソフトウエア 374,915 234,480

ソフトウエア仮勘定 203,222 205,474

その他 2,640 2,185

無形固定資産合計 580,779 442,140

投資その他の資産

投資有価証券 7,612 5,931

関係会社株式 33,526 33,526

差入保証金 90,856 88,512

その他 8,448 4,034

投資その他の資産合計 140,443 132,004

固定資産合計 1,785,006 1,260,608

資産合計 4,258,556 4,294,550
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 843,796 768,544

1年内償還予定の社債 110,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 230,492 230,492

未払金 300,931 234,669

未払法人税等 6,328 7,925

その他 35,664 54,120

流動負債合計 1,527,213 1,405,752

固定負債

社債 110,000 165,000

長期借入金 722,664 893,033

その他 23,640 －

固定負債合計 856,304 1,058,033

負債合計 2,383,518 2,463,785

純資産の部

株主資本

資本金 1,060,218 984,366

資本剰余金 1,296,488 1,220,636

利益剰余金 △409,549 △298,053

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,863,190 1,822,980

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △640 △321

評価・換算差額等合計 △640 △321

新株予約権 12,488 8,107

純資産合計 1,875,038 1,830,765

負債純資産合計 4,258,556 4,294,550
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 7,642,876

売上原価 5,057,300

売上総利益 2,585,575

販売費及び一般管理費 ※
 2,666,870

営業損失（△） △81,295

営業外収益

受取利息 1,609

受取配当金 93

破損商品等弁償金 3,882

その他 1,068

営業外収益合計 6,653

営業外費用

支払利息 13,931

社債利息 2,275

その他 2,021

営業外費用合計 18,228

経常損失（△） △92,870

特別利益

保険差益 1,715

特別利益合計 1,715

特別損失

固定資産除却損 1,388

商品評価損 14,567

その他 126

特別損失合計 16,082

税引前四半期純損失（△） △107,237

法人税、住民税及び事業税 4,257

法人税等合計 4,257

四半期純損失（△） △111,495
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 2,581,120

売上原価 1,704,630

売上総利益 876,489

販売費及び一般管理費 ※
 886,210

営業損失（△） △9,720

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 48

破損商品等弁償金 1,351

その他 477

営業外収益合計 1,883

営業外費用

支払利息 4,443

社債利息 659

その他 399

営業外費用合計 5,502

経常損失（△） △13,339

特別利益

保険差益 1,715

特別利益合計 1,715

特別損失

固定資産除却損 835

特別損失合計 835

税引前四半期純損失（△） △12,459

法人税、住民税及び事業税 1,438

法人税等合計 1,438

四半期純損失（△） △13,897
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △107,237

減価償却費 199,487

株式報酬費用 4,381

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,611

受取利息及び受取配当金 △1,702

支払利息 16,207

保険差益 △1,715

固定資産除却損 1,388

売上債権の増減額（△は増加） △109,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △265,773

仕入債務の増減額（△は減少） 75,871

前払費用の増減額（△は増加） △36,286

未収入金の増減額（△は増加） 1,878

未払金の増減額（△は減少） 37,966

未払費用の増減額（△は減少） 14,369

未払又は未収消費税等の増減額 △4,347

その他 △9,530

小計 △181,763

利息及び配当金の受取額 1,666

保険金の受取額 1,715

利息の支払額 △15,353

法人税等の支払額 △10,777

営業活動によるキャッシュ・フロー △204,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △469,688

無形固定資産の取得による支出 △223,669

投資有価証券の取得による支出 △1,999

敷金及び保証金の差入による支出 △2,996

敷金及び保証金の回収による収入 200

貸付けによる支出 △2,144

その他 △3,486

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △170,369

社債の償還による支出 △55,000

株式の発行による収入 151,705

その他 △458

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △982,419

現金及び現金同等物の期首残高 1,645,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 663,393
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

①たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原

価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。

　これにより、当第３四半期累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ17,263千円、税

引前四半期純損失は31,830千円増加しております。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりましたが、第１四半期会計期間より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号）を早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理に変更し、リース資産として計上しております。なお、会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来どおり、賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とする定額法によってお

ります。残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものについては当

該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期累計期間の有形固定資産が

27,754千円増加しておりますが、損益に与える影響はありません。 

　

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第３四半期累計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日）

棚卸資産の評価方法   当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっており

ます。

固定資産の減価償却費の算定

方法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

　

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

荷造運賃 690,362千円

貸倒引当金繰入 17,362 

　

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

荷造運賃 223,542千円

貸倒引当金繰入 4,848 

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 663,393

現金及び現金同等物 663,393
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　33,063株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　 　　　459株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第３四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第３四半
期会計期間
増加

当第３四半
期会計期間
減少

当第３四半
期会計期間
末

提出会社

新株引受権付社債 普通株式 500 － － 500 250

第７回新株予約権（注） － － － － － 4,695

第８回新株予約権（注） － － － － － 2,526

第９回新株予約権（注） － － － － － 3,396

第10回新株予約権（注） － － － － － 845

第11回新株予約権（注） － － － － － 774

合計 － － － － － 12,488

 （注）　当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成20年８月21日付で、株式会社あらた、株式会社大木、株式会社リードヘルスケア及び株式会社菱食

から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第２四半期会計期間において資本金が75百万円、資本準

備金が75百万円増加し、当第3四半期会計期間末において資本金が1,060百万円、資本準備金が1,296百万円と

なっております。 　
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（持分法損益等）

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

持分法を適用した場合の投資損失の金額

（千円）
 △3,721

 

 
当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 　　　      21,090

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
      16,127　

持分法を適用した場合の投資損失の金額

（千円）
 △1,240

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　　　　　　　749千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 57,126.42円 １株当たり純資産額 61,402.04円

　

２．１株当たり四半期純損失金額

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△3,585.49円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△426.26円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

を計上しているため記載しておりません。なお、１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失（千円）（△） △111,495 △13,897

普通株主に帰属しない金額（千円）     －     －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △111,495 △13,897

期中平均株式数（株） 31,096.22 32,604.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

第11回新株予約権　

（新株予約権の数　134個）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

 第11回新株予約権　

（新株予約権の数　134個）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。
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（重要な後発事象）

 

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　当社は、平成21年１月23日開催の取締役会において、当社全額出資による子会社を設立することを決議いたしました。

子会社の概要は、下記のとおりであります。

(1) 設立の目的

　当社の物流センター統括部門の業務を子会社へ移管し、業務効率化による物流コストの圧縮及び弾力的な出荷体制を

構築することによって、より品質の高い顧客サービスの提供を目的としております。

(2) 商号　　　　　ケンコーロジコム株式会社

(3) 代表者　　　　代表取締役　後藤　玄利

                  （当社代表取締役）

(4) 所在地　　　　福岡県飯塚市

(5) 設立年月日　　平成21年２月４日

(6) 資本金　　　　1,000万円

(7) 主な事業内容　入出荷・梱包業務等、物流業務全般

(8) 株主構成　　　ケンコーコム株式会社　100％

(9) 決算期　　　　３月末日 

  

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日） 

　　当社は、平成21年２月６日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条、第239条並びに第240条の規定に基づき、

当社取締役、監査役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。

  

① 　第12回新株予約権

(1) 　発行日

　  　平成21年３月１日

(2) 　新株予約権の発行数

    　86個（新株予約権１個につき普通株式１株）

(3)　 新株予約権の発行価額

    　無償とする

(4) 　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

    　当社普通株式86株

(5) 　新株予約権の行使に際しての払込金額

    　新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所

マザーズ市場における当社株式普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切上げ）と

する。

 　　 ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、

当該終値の価額とする。

(6) 　新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

    　新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に割当株式数を乗じた金額

とする。

(7) 　新株予約権の行使期間

    　平成23年３月１日から平成29年２月28日

(8) 　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組み入れる額

    　会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1

円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(9) 　新株予約権の割当対象者及びその人数

    　当社従業員15名に対し86個
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当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日） 

　 

② 　第13回新株予約権

(1) 　発行日

    　平成21年３月１日

(2) 　新株予約権の発行数

   　 79個（新株予約権１個につき普通株式１株）

(3) 　新株予約権の発行価額

    　無償とする

(4) 　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

    　当社普通株式79株

(5) 　新株予約権の行使に際しての払込金額

   　 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所

マザーズ市場における当社株式普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切上げ）と

する。

　　　ただし、当該金額が平成20年６月24日開催の取締役会にて決議された算定方法に基づく行使価額63,226円を

下回る場合は、63,226円とする。

(6) 　新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

    　新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額に割当株式数を乗じた金額

とする。

(7) 　新株予約権の行使期間

    　平成23年３月１日から平成29年２月28日

(8) 　新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組み入れる額

    　会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1

円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(9) 　新株予約権の割当対象者及びその人数

 　　 当社取締役８名に対し70個

    　当社監査役３名に対し9個 

 

 

（リース取引関係）

　会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準

じて処理を行っておりますが、当第３四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度に比べて著しい変動が

認められないため、記載しておりません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　

平成２１年２月６日

ケンコーコム株式会社

取締役会　御中
　

監査法人トーマツ

　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　正行　　印

　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡田　雅史　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているケンコーコム株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第15期事業年度の第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーコム株式会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当期より、棚卸資産の評価

方法について「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。 

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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